
 

 

学生向け市営住宅募集要項（常時募集） 

地域コミュニティを活性化させる担い手になる学生さんを募集中 

 

入居までのスケジュール 
 

申込み、資格審査手続及び入居手続は、本人又は同居予定者が行ってください。 

持参又は郵送で受付できます。ただし、県外から申し込まれる方は、申込み時に限り、委

任状を持った代理人の申込みを受け付けます。 
 

申 込 受 付   先着順となります。 
 

①市営住宅一時使用許可申請書  

②学生証の写し（又は入学許可証）  

③誓約書 

④緊急連絡先一覧 

※高松市営住宅管理センター ホームページよりダウンロードできます。 

 

入 居 手 続  令和８年４月１日(水) 以降 
※入居可能時期等の詳細については高松市営住宅管理センターまでお問合せ下さい。 

 

募集団地・住宅設備 
 

名称 構造 階数 

部屋番号 

間取 

建

設

年

数 

ガス 給湯設備 トイレ 
家賃 

（月額） 

駐車場 

（月額） 
棟 号 

旭ヶ丘 

 5 階建 4 階  402  3DK H6 
都市 

ガス 

ガス 

給湯器 

水洗 

洋式 
30,800 円 4,000 円 

 5 階建 5 階  502  3DK H6 
都市 

ガス 

ガス 

給湯器 

水洗 

洋式 
27,500 円 4,000 円 

 
入居に係る費用等 
 
 家賃（502 号の場合） 駐車場代 共益費（自治会費込） 敷金 光熱費 

インターネット

使用料 

月間 30,800 円（27,500 円） 4,000 円 2,000 円 不要 入居者負担 入居者負担 

 
注意事項 
 
・住宅を第三者に転貸し、又はその使用権を譲渡してはいけません。 

・共益費は、一般の入居者と同額の負担となります（自治会が徴収します）。 

・市営住宅入居のルール及び自治会等のルールを守ってください。 

・住宅内で犬、猫、鳥等動物の飼育等の迷惑行為をしてはいけません。 

・高齢者が多いため、夜間（夜９時以降）は静かにしてください。 

（例：会話、各種ゲーム、ギター、音楽、ダンス、体操、トレーニング、掃除機、洗濯機） 



 

 

  入居資格・入居条件等 
 
(1) 申込資格 

香川県内に所在し、高松市と連携協定を締結している高等教育機関（香川高等専門学校は除

く。）及び香川県立保健医療大学に在学する学生（入学予定者を含む。）であること。 

 

対象となる高等教育機関一覧 

香川大学 香川県立保健医療大学 高松大学・高松短期大学 

四国学院大学 徳島文理大学 せとうち観光専門職短期大学 

香川短期大学   

 

(2) 入居条件 

① 市営住宅が属する自治会に加入し、自治会活動（集会所イベント運営・参加、除草等の美

化活動、消防訓練、ごみ当番など）に参加すること。 

② 月に１回、活動報告書を提出すること。 

③ 入居を申込む学生全員が暴力団員でないこと。 

 

(3) 募集形態 

① 単身入居 

② 複数人による入居（ルームシェア） 

・ルームシェアの場合、２名までとし、同一学校に限ります。 

・ルームシェアの場合、どなたかに代表となっていただきます。 

・申請書類の提出や家賃の支払いは代表者にまとめて行っていただきます。 

・同居者も申込資格・入居条件を満たす必要があります。 

・原則、新たな同居者の追加は認めていません。 

 

（主な自治会活動等） 
項目 内容 時期・回数 

団地の一斉清掃 旭ヶ丘団地内のゴミ拾いや側溝などの一斉清掃 月に1回 

団地総会・臨時集会 役員7名・自治会の運営 年に6回 

当番 ゴミステーションの見守り、共益費の徴収、回覧等 当番は年に1～2回 

消防訓練 高松市営住宅管理センター、自治会で行う避難訓練等 11月頃 年に1回 

 

集会所イベント 

 
市のふれあいトークへの参加、石清尾八幡祭りの手伝いなど 年に6回 

 

 入居期間 
 

入居期間は入居日から１年間（卒業するまで更新が可能）です。 

※１年ごとに更新手続きが必要になります。 

※入居期間中に申込資格・入居条件を満たさなくなった方は、住宅を明渡ししていただきます。 

（例：退学された方、自治会活動等に参加せず報告書の提出がない方） 

 

【申込み・問い合わせ先】 

〒７６０－８５７１ 高松市番町一丁目８番１５号 高松市役所７階 

高松市営住宅管理センター 電話 ０８７－８０２－３６６０ 


